
「警察災害派遣隊設置要綱」を新たに制定（依命通達）するとともに、
部隊運用の細部事項を都道府県警察に通達

平成２４年５月

警 察 庁
災害に係る危機管理体制の
再構築に向けた規程の整備

警察災害派遣隊の新設１

「即応部隊」を最大で全国約１万人体制に拡充

 大規模災害発生時において、直ちに被災地等へ派遣され、被災地警察等からの支援を受け
ることなく活動

 広域緊急援助隊（警備部隊・交通部隊・刑事部隊）、広域警察航空隊、機動警察通信隊及び
緊急災害警備隊の４部隊で編成

災害発生から一定期間経過後に派遣する「一般部隊」を新設
 被災地警察等の機能を補完・復旧するため、捜索・警戒警ら、交通整理・規制、パトロール、
相談対応、初動捜査等の活動を長期間にわたって遂行

警察庁における
業務継続性の確保２

 特別警備部隊、特別生活安全部隊、特別自動車警ら部隊、特別機動捜査部隊、身元確認支
援部隊、特別交通部隊、情報通信支援部隊及び支援対策部隊の８部隊で編成

首都直下地震の発生を見据え、従来の被害想定以上に警察庁庁舎等
の被害が甚大である事態を想定して業務継続態勢を見直し

「国家公安委員会・警察庁業務継続計画」の改正

 警察庁各課に業務継続実施責任者を置き、業務継続を推進する責任者を明確化
 複数の参集経路、参集方法及び参集に要する時間を訓練等により確認することを記述
 耐災害性の高い警察通信施設等の整備、情報通信職員の確保等を記述

 警察庁庁舎の機能が喪失する場合も想定し、災害警備本部等の代替施設の整備・多重化に
努めることや指定された一部の職員が直接代替施設に参集することを規定

「緊急事態における警察庁の組織に関する訓令」等の改正

 警察庁庁舎の代替施設として、関東管区警察局に加え、警察大学校（府中市）を新たに追加
 東京都特別区・震度６強以上で全職員が自動参集する参集基準を新設
 緊急災害警備本部の編成の見直し、参集基準・場所の明確化


